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1 はじめに

全国的に相当数の不在地主 (農地所有者が当該市町

村以外に居住する人々)が多くの市町村で存在してお

り,その3割以上の市町村で不在地主所有農地が問題

になっている。不在地主の存在およびその数の増加が

農地をはじめとする土地利用調整に関する社会的コス

トを高めていることが市町村サイ ドでも問題とされて

いる1ヽ

そこで,担い手への農地集積や耕作放棄地対策とし

て,不在地主の所有する農地に対する意向を把握する

ことが必要である。しかし,セ ンサス等の統計調査に

おいては,不在地主という形での統計はとられておら

ず,実態は不明なところが多い。今回,宮城県の山間

農業地域A町を対象として,不在地主の実態と所有農

地の意向を明らかにできたので報告する。

2 試験方法

(1)対象地域

宮城県内A町 (農業地域類型は山間農業地域)は宮

城県南部に位置し,町の西側には蔵王連邦がそびえる。

人口は約 2千人であり,町民全体の約 4割が65歳以上

と高齢化率が非常に高い。

経営類型は酪農と水稲作が主体である。町内の農家

戸数は291戸 ,経営耕地面積629haう ち水田が約 4割を

占める。2000年農林業センサスにおけるA町の耕作放

棄地面積は59haで ある。

(2)調査方法

平成17年 1月 にA町の全不在地主65名 を対象に郵送

により,ア ンケート調査を実施した。回収率は446%

(29名)である。なお,不在地主数は同町農業委員会

より提供された資料により把握した。

試験結果及び考察

(1)A町 の不在地主 (65名)の概要

不在地主はA町中心部から15km圏内の居住者が約 3

割,15～ 30血圏内の居住者が約4割 ,計約7割が30km圏

内の比較的近隣に居住している (なお,A町から県庁

所在地である仙台市までの距離は約50kmで ある)。

不在地主の平均所有面積 〈水田・畑合計)は約90a

であり,合計画積は59haで A町の水田・畑地面積の約

1割に相当する。

(2)不在地主の所有農地に対する意向

アンケートに回答した不在地主 (29名 )の平均年齢

は61歳で,農家であると回答した割合は約 1割,全員

親からの相続で,以前この町に居住した経験のある人

が約 9割である。

現在の農地の利用状況は「耕作していない」所有者

が28%,「 管理作業を行つていない」所有者は17%で

ある (図 1, 2)。

不在地主の居住地からA町中心部までの距離が遠く

なるに従って,所有地の管理作業の実施者が「自分」

から「委託J,あ るいは「行っていないJになる傾向

がみられた (表 1)。

農業の「多面的機能」を維持することについて83%

の人たちが非常に重要であると考えている (図 3)。

「中山間地域等直接支払い制度 (A町は,こ の制度

を活用した管理作業を行つている)が無くなった場合,

誰が管理作業を行うべきだと思うかJという質問への

回答は,現在の管理作業を自分で行っている不在地主

は「土地所有者が個人」で行うべき,管理作業を行っ

ていない不在地主は「町や町内の生産者等」が行うべ

きとの回答が多かつた (表 2)。 また,同質問への回

答は,不在地主がA町から転居した年数が経過するほ

ど (「 A町での居住経験がない」も含む),「土地所有

者個人J→ 「町や町内の生産者等」→「荒れても仕方

ないJと答える傾向がみられた (表 3)。

現在と将来 (10年後程度)の農地所有の意向は,「 自

己所有 (貸 し出し希望も含む)」 の希望がともに6割以

上であつた。

耕作放棄地対策の一方策と考えられる「町内の農家

へ所有農地の管理の一任」の希望 (一任したいか,し

たくないか)について,回答者の59%が「一任したい」

と回答している。「一任したくないJと 回答した不在

地主 (41%)は ,自分で耕作している,あるいは利用
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権設定を行っている回答者が多かった。

農地管理料金支払い意志額は10a当 たり「 0円」が

最も多かった (表 4)。 また,「 0円」と回答 した理由

は,「 無料で貸すので所有 している土地で作物を自由

に作ってもらってかまわない」が約 7割 .「土地を荒

らしたくない気持ちはあるがお金を負担する気持ちに

はなれない」が約 3割であった。

4 まとめ

官城県の山間農業地域A町における不在地主は 農

業の多面的機能を維持することの重要性を認識してい

ながらも,所有する農地の有効的利用が図られていな

い現状が明らかになった。また,居住地までの距離や

A町からの転居時期の違いのような地縁の深さの違い

によっても,農地の管理状況や今後の意向に違いが見

られた。そして不在地主の6割以上は10年後も農地の

自己所有を希望していることから。今後.加齢ととも

に農地管理が困難になって耕作放棄地が増大する可能

性もある。

町内の農家へ管理を一任したい不在地主が多かった

ことから,農地の有効利用を図るためには,不在地主

の農地を地域の農家へ管理一任させるようなA町のコ

ーディネー ト機能が必要である。

全国的に見ても市町村が不在地主へ何らかの働きか

けを行っているケースは少ない1)が,今後は積極的な

働きかけを行い農地の有効利用を図って耕作放棄地防

止へつなげることが必要である。
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図1 現在の利用状況     図2 管理作業の実施状況

表1 「管理作業」の実施状況 と居住地までの「距離」

の関連                (人 )

管理状況   _
χ

図3「多面的機能 Jを維持すること

に対する意識

表4 農地管理を一任する場合の支払い意志額

(10a当 年額)

0円 ～ 1,l l10円   ～ 3,0∞ 円  ～ 5,000円

割合(%) 353    59     176    59
～ 8,∞0円  ～ 10,000円  答えられない  無口答

割合(%)  59

誰が行うべきだと思うか」 と「管理作業」の実施状

(人 )

距離 自己管理 委κしている 行つて0｀ない

- 15km

- 30km

> 30km

6

3

0

1

5

6

1

0

3

1276

注 :ホ は5%水準で有意。

表2 「中山間地域等直接支払い制度が無くなった場合,

況の関連

制ヽ度がなくなった場合

2                           0             968自己管理          7
6                              3委託している         3

行つていない     0       3      1

注 :*は 5%水準で有意。

表3 「中山間直接支払い制度が無くなった場合,誰が行うべきだと思うか」と「何年前に転居 したか」の関連

～ 15年

～ 30年

>30年
居住経験なし

注 :“ま5%水準で有意。
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